
第２５号議案 

 

 

町田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年(２０２０年)２月２１日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年１２月町田市条例第３８号）の

一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（経営の基本） （経営の基本） 

第３条 略 第３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 病床数は、４５８床とする。 ３ 病床数は、次のとおりとする。 

 （１）一般病床 ４５８床 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の

２の２第８項の規定により病院事業の業務に

従事する職員の賠償責任の免除について議会

の同意を得なければならない場合は、当該賠

償責任に係る賠償額が２０万円以上である場

合とする。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の

２第８項の規定により病院事業の業務に従事

する職員の賠償責任の免除について議会の同

意を得なければならない場合は、当該賠償責

任に係る賠償額が２０万円以上である場合と

する。 

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領

等） 

（議会の議決に要する負担附きの寄附の受領

等） 

第７条 病院事業の業務に関し、法第４０条第

２項の規定に基づき条例で定めるものは、負

担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は

その目的物の価格が５０万円以上のもの及び

法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定

で当該決定に係る金額が５０万円以上のもの

とする。 

第７条 病院事業の業務に関し、法第４０条第

２項の規定に基づき条例で定めるものは、負

担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は

その目的物の価格が５０万円以上のもの及び

法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定

で当該決定に係る金額が５０万円以上のもの

とする。 

（業務状況説明書類の提出等） （業務状況説明書類の提出等） 

第８条 略 第８条 略 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次

の各号に掲げる事項を記載するとともに、１

１月３０日までに提出する書類においては前

事業年度の決算の状況を、５月３１日までに

提出する書類においては同日の属する事業年

度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞ

れ明らかにしなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次

の各号に掲げる事項を記載するとともに、１

１月３０日までに提出する書類にあっては前

事業年度の決算の状況を、５月３１日までに

提出する書類にあっては同日の属する事業年

度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞ

れ明らかにしなければならない。 



（１）～（３）略 （１）～（３）略 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１

項に定める期日までに同項の業務の状況を説

明する書類を提出することができなかった場

合においては、管理者は、できるだけ速やか

にこれを提出しなければならない。 

３ 天災その他やむをえない事故により、第１

項に定める期日までに同項の業務の状況を説

明する書類を作成することができなかった場

合においては、管理者は、できるだけ速やか

にこれを提出しなければならない。  

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


